
【フラット３５】借換対象住宅に関する確認書の記載方法 
 

 以下の確認項目について、基準に適合していることが確認できた場合（該当しない場合を含みます。）は、内容確認欄の「適合（非

該当）」にチェック☑してください。確認出来なかった場合は「不適合」にチェック☑してください。内容確認欄（住宅の建設時期

に関する内容確認欄を除きます。）に不適合が１つ以上ある場合は、借換融資の対象となりませんのでご了承ください。 
 

確認項目 確認内容 確認方法 
 

【登記事項証明書または登記簿謄(抄）本で確認する場合】 

・登記事項証明書または登記簿謄(抄）本の新築時期※が昭和 58年４月１日以降であ

ることを確認してください。 
 

※登記事項証明書または登記簿謄(抄）本の新築時期とは、登記事項証明書または登記簿謄(抄）本の「表

題部」の「原因及びその日付」欄に記載されている日をいいます。「【フラット３５】借換対象住宅に関

する確認書」と併せて、登記事項証明書または登記簿謄(抄)本を金融機関へご提出ください。 

次のいずれか 

・登記事項証明書 

・登記簿謄(抄）本

 

住宅の 

建設時期  

【確認済証※または検査済証※で確認する場合】 

・確認済証の交付年月日が昭和 56 年６月１日以降であることを確認してください。 
 

※確認済証または検査済証とは、新築時に建築基準法に適合することが確認された場合に交付される書類

です。「【フラット３５】借換対象住宅に関する確認書」と併せて、確認済証（写）または検査済証（写）

を金融機関へご提出ください。 

次のいずれか 

・確認済証 

・検査済証 

住宅の床面積 

 

【一戸建て住宅、連続建て住宅または重ね建て住宅の場合】 

・住宅の床面積が 70 ㎡以上であることを確認してください（登記事項証明書または

登記簿謄（抄）本で確認。）。 
 

【共同建て住宅の場合】 

・一戸当たりの床面積が 30 ㎡以上であることを確認してください（登記事項証明書

または登記簿謄（抄）本による確認においては28.31㎡以上であれば構いません。）。 

 

 

 

 

次のいずれか 

・登記事項証明書 

・登記簿謄(抄)本 

 

 

 

併用住宅の

床面積 
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図１ 戸建型式 

マンションは、共同建

て住宅に該当します。 

 
併用住宅の 

場合のみ 

 

 

・住宅部分の床面積が非住宅部分（店舗や事務所等の用途に使用する部分）の床面

積以上であることを、直接、目で見て確認してください。 

・住宅部分と非住宅部分が、壁や建具で区画 

されていることを確認してください。 

 

 

 

 

・直接、目で見て 

確認 

 

戸建型式等 

図２ 併用住宅 

 
共同建て住宅

または 

重ね建て住宅

の場合のみ 
 

一戸建て住宅

または連続建

て住宅の場合

は確認不要 

 

【共同建て住宅※１の場合】 

・３階建て以上の場合は、適合（非該当）の欄にチェック☑を入れてください。 

・２階建て以下の場合は、火災保険証券の「構造区分※２」が、特級、Ａ構造、Ｂ構

造、Ｃ´構造、１級、２級、３´級のいずれかであることを確認してください（「省

令準耐火構造」であることが確認できる場合も可）。 
 

【重ね建て住宅※１の場合】 

・火災保険証券の「構造区分※２」が、特級、Ａ構造、Ｂ構造、Ｃ´構造、１級、２

級、３´級のいずれかであることを確認してください。（「省令準耐火構造」であ

ることが確認できる場合も可）。 

 

※１ 共同建て住宅または重ね建て住宅については、「図１ 戸建型式」を参考にご確認ください。 

※２ 登記事項証明書等の「表題部（建物の表示）」の「構造」とは異なる場合がありますのでご注意ください。 

・戸建型式につい 

ては、直接、目で

見て確認 

・構造区分につい 

ては、火災保険証

券で確認 

接道 

 

・原則として、一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していることを次のとおり

確認してください。 

 ①確認済証または検査済証が交付されているこ

とを確認してください（新築当時に建築基準法

に基づく建築確認を受けている住宅はこの基

準に適合しています）。 

 ②①以外（確認済証または検査済証が無い場合）

は、直接、目で見て確認してください。 

次のいずれか 

・確認済証 

・検査済証 

・直接、目で見て 

確認 

維持保全 
・建築基準法に違反する建築物等であるものとして、行政庁から是正命令等を受け

ていないことを確認してください。 
－ 

併用住宅とは？ 
住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用

する部分があり、内部で相互に行き来できる

住宅のことをいいます。 
住宅部分 ≧ 非住宅部分

道 
２ｍ以上

敷地

接道
図３ 接道

※借換融資の申込みを行う予定の住宅が「中古マンションらくらくフラット３５」に登録されているマンションの場合は、フラット３５サイト（www.flat35.com）

から「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、当該申出書を金融機関に提出いただくことでも適合証明手続きを省略することができます（借換融資の場合は優

良住宅取得支援制度の適用にはなりません。）。なお、この場合は、「【フラット３５】借換対象住宅に関する確認書」の提出は必要ありません。 


